
2019年10月1日現在

要介護１ 729 円 1,458 円 2,187 円 1,669 円 円 3,154 円

要介護２ 872 円 1,743 円 2,615 円 1,812 円 円 3,582 円

要介護３ 1,011 円 2,022 円 3,033 円 1,951 円 円 4,000 円

要介護４ 1,177 円 2,353 円 3,529 円 2,117 円 円 4,496 円

要介護５ 1,340 円 2,679 円 4,018 円 2,280 円 円 4,985 円

・送迎費用は施設サービス費に含まれています。

《加算事項》

Ⅲ1

Ⅲ2

要支援１ 1,873 円 3,745 円 5,618 円 53 円 105 円 157 円 1,926 円 3,850 円 5,775 円

要支援２ 3,954 円 7,908 円 11,862 円 105 円 209 円 314 円 4,059 円 8,117 円 12,176 円

・送迎、入浴費用は施設サービス費に含まれています。

＊上記金額はあくまでも見込みです。実際の請求額に若干の誤差が生じることをご了承ください。

3割負担

735円/月

1078円/月

総額の4.7％

2612円/月

　　40円/日

　　66円/日

　164円/日

　359円/日

　327円/日

　490円/回

　490円/回

-154円/片道

　109円/日

-103円/片道

　218円/日

　327円/回

　240円/日

490円/月

718円/月

　164円/回

-52円/片道

　　22円/日

　　55円/日

３割負担

   79円/日

3656円/月

総額の4.7％

３割負担

施設サービス費

40 円

３割負担

サービス提供体制強化加算Ⅰﾛ

3割負担

施設サービス費 サービス提供体制強化加算Ⅰロ

介護予防通所リハビリテーション【要支援1.2の方】

リハビリテーションマネジメント加算

社会参加支援加算

１割負担

　 27円/日

加算項目

介護職員処遇改善加算Ⅰ

リハビリテーション提供体制加算

*重度療養管理加算 要介護3以上で医学的管理が必要な場合

口腔機能が低下している利用者またはその恐れのある利用者（月2回程度） 　164円/回

中重度者ケア体制加算

*入浴介助加算

*短期集中個別リハビリ実施加算

１割負担 2割負担
日用品 教養娯楽費

2割負担 １割負担 2割負担１割負担 3割負担

１日あたり

670 円 150 円円107

加算内容

３割負担

　120円/日

教養娯楽費 150円/日

介護職員処遇改善加算Ⅰ 施設サービス費に各種加算を加えた利用料に4.7を乗じた金額

おむつ代（パンツ） 160円/枚

*栄養改善加算

*送迎減算

《その他利用料》

運動器機能向上加算 運動器機能向上を目的として個別リハビリを行った場合

《その他利用料》

*対象者の方のみ加算されます

１割負担 ２割負担

《加算事項》

食事代（おやつ含む） 670円/日

日用品費 107円/日

*口腔機能向上加算

おむつ代（パット） 　23円/枚

１割負担 ２割負担 １割負担 ２割負担

リハビリマネジメント加算 医師の指示の下3ヶ月毎に計画書を更新 359円/月

245円/月

３割負担

1ヶ月あたり

介護老人保健施設ユトリアム　利用料金表　　通所リハビリテーション

13 円 27 円

食事代
（おやつ含む）

通所リハビリテーション【要介護1～５の方】ユトリアムは通常規模型6時間以上7時間未満で提供しています

配置されている理学療法士等の人数が算定要件を満たしている

入浴を行った場合

リハビリ計画書同意月から6ヶ月以内

リハビリ計画書同意月から6ヶ月超

デイケア終了後社会参加に資する取組実施者の占める割合が5％以上の場合

利用者総数のうち要介護3以上の割合が30％以上の場合

2,412

2,697

2,976

3,307

3,633

２割負担

   56円/日

2438円/月

1741円/月

1219円/月

施設サービス費に各種加算を加えた利用料に4.7を乗じた金額

　　27円/日

　871円/月

　　13円/日

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 施設サービス費に各種加算を加えた利用料に2.0を乗じた金額 総額の2.0％

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 施設サービス費に各種加算を加えた利用料に2.0を乗じた金額 総額の2.0％

加算項目 加算内容 １割負担 ２割負担

おむつ代（パット） 　23円/枚おむつ代（パンツ） 160円/枚

　　44円/日

　109円/日

　327円/回

個別リハビリを集中的に行い、退院（所）日から3ヶ月以内

低栄養状態にある利用者またはその恐れのある利用者（月2回程度）

事業所が送迎を行わない場合


	デイ



